
様式第４号（第４条・第５条関係） 
契 約 結 果 表 

番 号 第 ２２ 号 種 別 業務委託 

工事等の

内  容 

工 事 等 名 令和３年度 下水道工事資材価格特別調査業務委託 

工事等箇所 吉田町 住吉・川尻 地内 

概 要 
・ 土木・建築資材  ３品目 

・ 建築電気資材   ２品目 

・ プラント電気資材 ３品目 

発注担当課 上下水道課 

契約関係 

契 約 方 式 随 意 契 約 見積書徴取日 令和３年５月１７日 

契 約 相 手 方 
商号又は名称 株式会社新日 静岡営業所 

契約相手方

住 所 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日４６７－１０ 

契 約 金 額 ￥８０３，０００ 契 約 日 令和３年５月１８日 

着 手 日 令和３年５月１８日 完 成 期 日 令和３年７月１６日 

随意契約の

相手方を選

定した理由 

（１）公共下水道事業における機器の単価決定方法 

工事の予定価格の算出のうち機器の価格決定については「下水道

事業において設置する機器の単価決定にあたっての運用につい

て」（平成３１年３月２７日付下水道事業マネジメント推進室課長

補佐事務連絡）が国交省より発出され、「物価資料等に記載されて

いない機器の単価決定については、特別調査を活用するなど、市

場の実勢価格の把握、検討を十分に行ったうえで、適切に積算を

行うこと」となっている。特別調査の対象となる機器は、「静岡県

建設資材等価格決定要領」に則り、物価資料等に記載がなく、１

資材の合計価格（資材単価×使用数量）が５００万円以上となる

ものに対して実施する。 

（２）随意契約予定業者の選定 

上記のとおり、「下水道事業における機器の単価決定にあたっての

運用について」が発出されて以降、価格調査を行う一般社団法人

やコンサルタントの受注量が全国的に増大しており、当課が要求

する業務内容を納期限内に対応可能であるか否かが予測できない

状況である。一方で、本業務は、工事予定価格を決定する価格調

査であり、工事発注時期が迫っていることから、早急の対応が求

められる。そのような状況の中、随意契約予定業者は、当課が要

求する業務内容及び納期について対応可能である。 

以上の理由により、上記業者を随意契約予定業者として選定し

た。 

適用法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 



変更契約

関 係 

変 更 後 
契 約 金 額 （増額）￥１１０，０００ 変更契約日 令和３年 ７月 ５日 

変 更 理 由 

今回変更予定の設備機器の空気調和機については、見積り価格が５

００万円を超えたため、設計価格の適正化を図ることを目的として本

業務に追加する。（資材価格が５００万円を超える場合は特別調査と

なる。） 

変 更 後 
完 成 期 日 変更なし 

 


